




















はじめに 

Ⅰ.目的 

乳児健診システムが整備され、発育障害児の早期発見が盛んにおこなわれているが、発見

された発育障害児がその後どうなったかの系統的研究は殆んどおこなわれていない。本研

究は障害児が受診する機関として考えられる病院、保健所、療育機関で発見された発育障

害児の事後措置の現状、経過及び予後、問題及び対策を研究することを目的とした。 


